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  ［要旨］
　本稿の目的は，生活保護の援助者の観点から制度を利用する人々に対
するスティグマの付与を明らかにすることである。本研究において援助
者の観点から言及するのは，スティグマの付与が制度を利用する人々，
援助者，地域，社会関係のなかで生じているためである。そこで生活保
護の援助者（ケースワーカーや査察指導員等）である研究協力者6名に
対してインタビュー調査を半構造化面接にて実施した。分析方法は，修
正版グランデッドセオリー（M-GTA）でおこなった。
　その結果，援助者の語りから，生活保護を利用・申請時に，家族や親
族等に〝迷惑がかかるのではないか〟，それが生活保護に対する恥辱感
や，制度利用の気後れ，躊躇することにつながっていったと考える。次
に，生活保護に対して地域の負のイメージがみられ，それが制度を利用・
申請する人々にとっては，〈生活保護を知られたくない〉，〈生活保護に
対する恥辱感〉，〈生活保護に対する気後れ〉として好ましくない影響を
与えていた。

Ⅰ．はじめに

　国連の経済及び文化的権利に関する委員会
（2013）は「日本に対する第3回総括所見」
のなかで生活保護のスティグマの問題に対し
て指摘している（United Nations 2013）。そ
れは生活保護申請手続きの簡素化と申請者の
尊厳の確保を求めており，生活保護につきま
とうスティグマを地域住民の教育をもって改
善することを勧告している。一方，生活保護
法が改正され，主に扶養義務者に対する扶養
義務の要請の強化や不正受給の罰則強化，申
請時の書面提出の明文化等をすることで申請

手続きや制度運営を厳格化した。このような
2つの相反するような動きのなかでどのよう
に生活保護のスティグマを考えていくかが問
われてくる。
　これまで生活保護にまつわるスティグマ
は，制度申請段階の資産調査や扶養義務照会，
扶助に付随する恩恵的側面にあると指摘され
てきた。そして制度を利用する人々に恥辱感
を感受させ，申請を考える人々には気後れや
思いとどまらせる傾向がみられた。そのため
スティグマによって制度申請を抑制し，多く
の漏給を生み出してきたともいえる。
　確かに生活保護のスティグマは，制度申請
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の抑制と制度利用過程における付与が明らか
にされている（清水1997，岡部1990）。しか
しこのような生活保護のスティグマが制度利
用・申請において具体的に場面，例えば，制
度申請時の扶養義務照会でどのように付与さ
れているのか等は明確になっているとはいい
切れない1)。
　そこで本稿では，生活保護のケースワーカ
ーや査察指導員等の援助者の観点から制度を
利用する人々に対するスティグマの付与を明
らかにすることが目的である。本研究におい
て援助者側から言及するのは，スティグマの
付与が制度を利用する人々，援助者，地域，
社会関係のなかでみられるためである。
　本研究の意義は，国連（United Nations 
2013）の「日本に対する第3回総括所見」と
改正生活保護法等の生活保護のスティグマに
対する相反する方向性をもった動きのなか
で，制度形成・運営の最適な状態をもたらす
政策的含意を得るためと共に，制度を利用・
申請する人々のスティグマの実態を究明する
ための一助となるためである。

Ⅱ．先行研究

1．生活保護におけるスティグマ研究
　先述しているように生活保護のスティグマ
は，制度を利用する人々にとって恥辱感を感
受させ，申請を考える人々にとっては，気
後れや思いとどまらせる傾向がある（清水 
1986，岡部 1990，西尾 1994）。
　これまでの生活保護のスティグマに関す
る先行研究を整理すれば，主に3つのアプロ
ーチがある。第1に，制度を利用する人々の
スティグマの実態を実証的に分析するアプ
ローチであり，これらは清水（1986），岡部
（1990，1991）， 青 木（2010） ら に み ら れ
た。このアプローチによって，制度を利用す
る人々が抱えるスティグマの実態が明らかと
されてきた。特に制度申請や利用時のケース

訪問，窓口での対応によって人々はスティグ
マを感受していた。第2に，生活保護とステ
ィグマに関する付与や実態に対して歴史分析
するアプローチであり，これらは，スピッカ
ー（=1987），西尾（1994），副田（1995），
大山（2013）らにみられた。このアプロー
チによって，生活保護制度・行政史の政策運
用過程によるスティグマ付与が明らかとされ
た。また社会規範の観点から生活保護を利用
する母子世帯のスティグマの変化が，制度申
請・利用抑制につながっていることも明らか
になっている（菊池 2003）。第3に，生活保
護法制度の構造・機能からスティグマの付与
を明らかにするアプローチであり，これらは
清水（1997），吉永（2013）らにみられた。
特に医療扶助の給付方法の仕組みがスティグ
マを生み出している点をあらためて明らかに
している（吉永2013）。
　これらの先行研究の共通点は，生活保護の
スティグマを制度，社会との関連性のなかで
明確にしてきた点である。そのうえで第1の
アプローチでは，より制度を利用する人々が
抱えるスティグマの実態を浮き彫りにしてき
た。これらのことからすれば，生活保護のス
ティグマを捉えるためには，制度を利用する
人々のスティグマの実態とともに，法制度や
社会との連関性から検討しなければならない
ことを示している。

2．スティグマと生活保護
　これまでみたように生活保護のスティグマ
研究は法制度との連関性でスティグマを捉え
てきた。そこで示唆されるのはスピッカー
（=1987）が示したスティグマの捉え方であ
る。スピッカー（＝1987）のスティグマの
捉え方を整理した松岡（2013）をもとにす
れば，次のようになる（松岡 2013:53-55）。
第1に，スティグマは法制度のみから付与さ
れているだけではなく，サービス供給以前に
既にスティグマ化されている場合もある。第
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2に，スティグマを負う人々は，自らの個人
的経験・モラルキャリア（精神遍歴）によっ
てスティグマ化する場合がある。第3に，構
造的な社会関係の様式の影響からスティグマ
化がみられる場合がある2）。 
　 そ の う え で 清 水（1997） に よ れ ば， 生
活保護のスティグマを捉えるためには，ス
ティグマを負った状況・境遇とその付与を
厳密に区分する必要性があるという（清水 
1997:167）。スティグマを負った状況とは，
制度を利用する人々自らが負ったスティグ
マのことを示している。スティグマ付与と
は，他者や法制度，社会からのスティグマ
付与やその過程のことを示している（清水 
1997:167）3)。
　本稿では，スティグマに対して個人の経
験・モラルキャリアと共に，集団・地域の社
会関係について捉えながら，清水がいう〝ス
ティグマの付与

〟
に着目し分析をしていく。

Ⅲ．研究の方法4)

1． インタビュー調査の方法とインタビュー
ガイドについて

　本研究は，生活保護ケースワーカー・査察
指導員に対して個別にインタビュー調査を半
構造化面接でおこなった。インタビュー調査
は一人あたり平均1時間であった。調査期間
は2016年1月～ 2016年12月までである。主な
インタビュー内容は，1）生活保護を利用す
る人々の受付・申請・利用時の様子について
（どのようなふるまいや感情等），2）生活保
護に対して人々はどのように思っているか，
3）生活困窮者自立支援法と利用する人々に
対してどのように思っているか，4）生活福
祉資金等と利用する人々に対してどのように
思っているか等である5)。

2．研究協力者について
　本研究における研究協力者は，北海道・東

北地区の生活保護の援助者であるケースワー
カー・査察指導員等であり，6名を選定した。
研究協力者の属性は，20歳代後半1名，30歳
代前半2名，40歳代前半1名，40歳代後半2名，
平均年齢38.16歳であり，すべて男性であっ
た。生活保護担当経験年数は，すべての研究
協力者が2年半以上であった。なお，社会福
祉士，精神保健福祉士等の福祉関係の国家資
格を取得している者はいなかった。

3．分析方法について
　本稿は修正版グランデッド・セオリー（以
下，M-GTA） を 用 い て 分 析 し た。M-GTA
は分析プロセスの明示とコーディング方法
の明確化，データの切片化を行わず，分析
過程における相互作用性に優れている。ま
た M-GTA は，相談支援過程等におけるプロ
セス的な特徴がみられるデータに適してい
る（木下 2007）。これらのことから本稿で
は，生活保護における援助（利用・申請）過
程のスティグマの付与をみていくことから
M-GTA を方法として採用した。
　分析テーマは「生活保護を利用・申請する
人々に対するスティグマの付与について明ら
かにする」とした。分析焦点者は，「生活保
護の援助者（ケースワーカーや査察指導員等）
であり，かつ，利用者と直接，面談・支援を
おこなったことのある者」とした。

4．倫理的配慮
　本調査研究の全過程は，名寄市立大学倫理
委員会の承認を得て実施された（受付番号
15-051）。本調査研究は，研究協力者に対し
て調査目的・方法，守秘義務，個人情報管理
等を口頭・文書にて説明し，研究協力同意書
に署名を得て実施された。なお筆者の所属機
関変更後も上記の倫理的配慮を継承し実施さ
れた。
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Ⅳ．結果

1．ストーリーラインの抽出について
　データ分析に基づき，表－1に示した3つ
のカテゴリー，4つのサブカテゴリー，18の
概念を抽出した。本稿では結果を明瞭にする
ためサブカテゴリーを活用した。ストーリー
ラインは，図 ‐ 1のとおりである。なお，カ
テゴリーは【 】，サブカテゴリーは〈 〉，概
念は『』，補足（ ）で示した。
　【生活保護の利用・申請過程】では，〈生活
保護を知られたくない〉，〈生活保護に対する
恥辱感〉，〈生活保護に対する気後れ〉等がみ
られた。そして，【制度を利用する人々の状況】
では，『迷惑をかけたくない』や『生活困窮
の状況』，『地域とのつながりを持ちたがらな
い』，〈家族との関係性〉がみられた。特に『迷
惑をかけたくない』や〈家族との関係性〉は，
【生活保護の利用・申請過程】に相互に関連
していた。【地域のまなざし・しがらみ】で
は，生活保護に対する地域の負のイメージが
あり，『地域からのまなざしやしがらみ』等
がみられ，これらは【生活保護の利用・申請
過程】と【制度を利用する人々の状況】に少
なからず影響を与えていた。

2． 生活保護におけるスティグマの付与につ
いて

（1）制度を利用する人々の状況
　【制度を利用する人々の状況】では，『迷惑
をかけたくない』，『生活困窮の状況』，『地域
とのつながりを持ちたがらない』，〈家族等と
の関係性〉の『家族や親族とのつながりが疎
遠な状況』，『（対極例）家族や親族とのつな
がりがある』がみられた。
　援助者の観点から制度を利用する人々は，
主に申請時には『生活困窮の状況』や『迷惑
をかけたくない』がみられた。制度を利用す
る人々には，自分の子どもや家族，親族に『迷
惑をかけたくない』という思いが聞かれたと

いう。そして既に『生活困窮の状況』にあり，
申請せざるを得ない状況であった。ある援助
者は「…（子どもや兄弟姉妹）…からは，経
済的な援助は受けられないと，子どもに迷惑
をかけられないと。それでお子さんたち…も，
自分たちの生活で手いっぱいで金銭的な援助
をする余裕はないですと…」という。
　このような状況と相互に関連していたの
は，〈家族等との関係性〉であった。『家族や
親族とのつながりが疎遠な状況』では，家族
や親族等との関係が不調和なため，つながり
（交流）が疎遠であった。ある援助者は，「…
基本的には，家族と繋がっている方が多いか
な…。まぁ（なかには）一切，関わりたくな
いんだって人もいますし。若い方は，…親と
のつながりはあるんですけど，何かしら…（の
事があった方が）…多いので，親と疎遠状態
になっている人が多いかな…」という。一方
で，『（対極例）家族や親族とのつながりがあ
る』では，家族や親族とのつながりが良好な
場合も多いという。ある援助者は，「…月に
何回か，子どもが見守りに来てくれるだとか，
温泉とかに，たまに連れてってくれるだとか，
遠方だったらたまに電話をかけてくれるだと
か，そういった関係は良好だと思うんですけ
ど…」といっていた。
　また，制度を利用する人々のなかには，地
域や人間関係の揉め事等を嫌がり，『地域と
のつながりを持ちたがらない』状況がみられ
た。特に集合住宅（公営団地等）や町内会活
動等へ参加せず，協力的ではないという。あ
る援助者は，「…特に団地で…揉め事がある
ので，あんまり，つながりを持ちたがらない，
あいさつ程度かなという感じですね。…（別
の場所で），…夜中うるさい，うるさくない
っていうのが。ゴミの出し方一つによっても
…。そういうところで，つながりを持ちたが
らない人が多いですね」といっていた。
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て
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（2）地域のまなざし・しがらみ
　【地域のまなざし・しがらみ】では，『地域
からのまなざしとしがらみ』と『地域とのつ
ながりが作りづらい』がみられた。『地域か
らのまなざしとしがらみ』は，制度を利用す
る人々に対する地域からのまなざしやしがら
みであった。ある援助者は，「…働いてなく
て生活，出来て（い）るなら，（生活）保護
かなって（思います）…よね…」というよう
に好ましいものではない。そして，地域（住
民）から福祉事務所に対して直接，連絡が入
る場合もみられた。この場合，地域（住民）
からは，制度を利用する人々が自動車に乗っ
ているやギャンブルをしている，働いている
等の情報であり，詳細な日時を知らせるもの
もあったという。ある援助者は，「…仕事で
きるはずなのに，仕事していないとか，車に
勝手に乗っているとか。仕事しているぞ，と
か色々，そういう通報ですかね」と語った。
　一方で，『地域とのつながりが作りづらい』
という状況がみられた。特に若年者や稼働年
齢層の場合，就職等で新たに地域に流入して
くることが多く，地域からよそ者として扱わ
れる点につながりの作りづらさがみられた。
ある援助者は，「…若い方って町内会にも入
んない，流れ者っていうか，ほかの地域から
来た方とか多いんで，…ずっと（地域名称に）
住んでたよって方（人）じゃないんで，つな
がりっていうのは…，作りづらいのかな…」
という。
　この『地域とのつながりが作りづらさ』で
は，【制度を利用する人々の状況】の『地域
とのつながりを持ちたがらない』と相互の連
関性がみられ，地域関係による揉め事を避け
るために，つながりを持たないこともみられ
た。

（3�）生活保護に対する恥辱感／知られたく
ない

　ここでは【生活保護の利用・申請過程】の

〈生活保護に対する恥辱感〉や〈生活保護を
知られたくない〉，〈生活保護に対する気後れ〉
等に相互関係がみられた。特に援助者の観点
から，生活保護を家族・親族に知られたくな
いと思っているのではないかという語りがみ
られた。これらのことから特に〈生活保護を
知られたくない〉には，〈生活保護に対する
恥辱感〉と相互関係があり，そこでは扶養義
務照会が人々の恥辱感等を増幅させていたと
いえる。以下では，生活保護に対する恥辱感
についてサブカテゴリー・概念ごとに結果を
示していく。
1）生活保護に対する恥辱感
　援助者の観点から『生活保護は恥ずかしい』
がみられ，ここでは国のお世話になるのは恥
ずかしいというものも含まれる。そして親
子や親族関係に制度を利用する人々がいる場
合，そのことを恥じる『親子・親族間におい
て生活保護は恥ずかしい』がみられた。ここ
では，家族や親族間での話し合い等で，申請
をひかえる場合もあった。ある援助者は「…
新規の訪問に行ったときに，息子が…，こん
な状態になるから福祉の世話にならなきゃい
けないって怒っているお母さんもいらっしゃ
った…」という。
　『生活保護を受けたくない』では，生活保
護に対する恥ずかしさや家族，親族に知られ
たくない等から，制度を利用したくないとい
うこともあったという。これらは【制度を利
用する人々の状況】の『迷惑をかけたくない』
とも関連しており，生活保護の利用・申請す
ることによって，家族や親族等に迷惑をかけ
てしまうため，制度を利用したくないという。
ある援助者は，「生活保護を受けたくないっ
ていう人は一定程度いますので。でも，お金
がなくて困ったっていうことで相談に来られ
ても生活保護以外，相談できるようなもので
はないので。…本人はあまりそういう話はし
たくないというような。生活保護を受けたく
ないという心情的なものもありますし…」と

生活保護におけるスティグマの付与に関する考察
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いっていた。
　一方で，『生活保護の利用を申しわけなく
思う』では，制度を利用する人々のなかには，
感謝の気持ちと共に申しわけないというと思
いがみられたという。この点は，生活保護を
権利というよりは，恩恵的な側面が示された
結果といえる。そして恩恵的であるがゆえに，
『生活保護を受けたくない』とつながりがみ
られた。ある援助者は，「…（ケースによるが）
…まず，まぁ受けたくないなぁ，って思って
いる人の，高齢に近い方（で）極端な場合で
あれば，月々の保護費を減らしてくださいと，
もらうのが申しわけないですと…」と語った。
2）生活保護を知られたくない
　援助者の観点から制度を利用する人々に
は，〈生活保護を知られたくない〉の『生活
保護の利用を知られたくない』がみられ，〈生
活保護に対する恥辱感〉，〈生活保護に対する
気後れ〉と関連していた。ここでは，生活保
護に対する恥辱感や気後れ等から家族や親
族，地域（世間）に生活保護を知られたくな
いという。ある援助者は「…民生委員の方か
らは，こちらの方から連絡して，…見守りお
願いしますって形でお願いするんですけど，
やはり必要以上の方には，あまり知られたく
ないっていう思いがある…」といっていた。
　次に，申請時，『扶養義務照会を嫌がる』
は，『生活保護の利用を知られたくない』と
相互関係にあった。この点は扶養義務照会に
よって，家族や親族に生活保護の利用・申請
することを知られたくないためであったとい
える。ある援助者は，「…（扶養義務照会の
範囲に対して）そこまでいっちゃうのってい
う方は，なかにはいて，その生活保護を受け
るにあたって，生活歴から何からすべて調べ
させてもらって，まあ，扶養義務者に対して
も通知（照会）させてもらうって話をしたと
きに，えっ，そこまでやるのって驚いた人は
いますけど…」と語った。
3）制度利用・申請における気後れ

　援助者の観点から〈生活保護に対する気後
れ〉の『生活保護の利用・申請に気後れする』
では，生活保護を申請・利用する際に，人々
に気後れしているような語りやふるまいがみ
られたという。ある援助者は，「…本当は来
たくないんだけれども，しょうがなく，誰か
に進められてきたっていう感じですね。だい
たいの人は…」といっていた。
　また，ここでは『生活保護の申請は家族や
親族との関わりで躊躇する』では，家族や親
族によって生活保護を利用・申請することを
恥ずかしい，もしくは嫌がれるため申請を躊
躇する場合もあったという。ある援助者は，
「…基本的に家族と相談しないで来る方。…
（その後）…あの親戚から（生活保護の申請
を）勝手にすんなよと…」と語っていた。
4）生活保護の制度要件や敷居の高さ
　『制度的要件で利用・申請をひかえる』，『生
活保護・福祉事務所の敷居が高い』は，制度
利用・申請過程においてみられた。『制度的
要件で利用・申請をひかえる』では，特に自
動車や資産保有に関する要件で申請をひかえ
る場合がみられたという。そのなかで自動車
の保有に対してある援助者は，「…車を持て
なくなることに対して，生活保護の申請に関
してですよね，若干その少数，処分しなくち
ゃいけないのかっていうことに対して，不満
を持つ方もいますけど…」といっていた。
　『生活保護・福祉事務所の敷居が高い』で
は，制度を利用する人々のなかに生活保護の
相談に来たくなかった様子や相談に行き着く
までにいくつかの障壁や困難があった状況
がみられたという。ある援助者は，「…生活
が困って市役所に行ってみようと，相談に行
ってみようと思いつく段階で，…第一の壁で
すよね。…そこを超えられて市役所のなかに
入って…そこで生活保護についてだとか，生
活相談についてきたんですけどもって言える
かどうか，っていうのが第二（の壁）だと思
うんですよね。そこを超えられたうえで…，
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生活保護について聞きたいんですけども，と
我々（担い手）に言った段階で…相談に入れ
るので…」という。
　『制度を利用する人々との間のつながり』
は，利用者同士のなかのつながりである。こ
こでは，制度を利用する人々の間の仲間意識
によるつながりもみられるが，一方で，制度
を利用する人々はいがみ合いやしがらみもあ
った。ある援助者は，「たぶん，つながりも
あるので受給者のなかで。…保護者のなかで
こういうことやってるよっていう（告発）も
入るんです。だから監視し合ってるっていう，
いい方もおかしいですけども…」と語った。

Ⅳ．考察

　本稿では，援助者の観点から生活保護のス
ティグマの付与について示してきた。ここで
は，先行研究の知見を踏まえ考察していく。

1．〝迷惑をかけたくない と地域のまなざし
　先行研究で明らかなように生活保護には手
厳しい非難（バッシング）がみられた（大山
2013）。そして地域が生活保護に抱く感情は
決して好ましいものではなかったといえる。
このような生活保護を取り巻く状況を捉える
ためには，スピッカー（=1987）がいうよう
に法制度に焦点をあてつつも個人的な経験・
モラルキャリアや構造化された社会関係の様
式の影響を同時に捉えていかなければならい。
　本稿の結果によれば，個人的な経験等では，
【制度を利用する人々の状況】，構造化され
た社会関係の様式では，【地域のまなざし・
しがらみ】が相当する。
　【制度を利用する人々の状況】では，『生活
困窮の状況』がみられるものの，そのなかで
少なからず，家族や親族に『迷惑をかけたく
ない』という人々もみられた。そのうえで〈家
族等との関係性〉においては，家族や親族等
とのつながりが疎遠であり，『迷惑をかけた

くない』と考える人々もみられた。
　次に【地域のまなざし・しがらみ】の『地
域からのまなざしとしがらみ』では，地域（住
民）からのまなざしやしがらみであり，負の
イメージがみられた。ここでは地域住民から
福祉事務所への情報提供（通報）もみられた。
またこのような状況が少なからず『地域との
つながりが作りづらい』状況を生じさせてい
たと考える。
　これらの援助者の語りから，制度を利用す
る人々のなかには，家族や親族に迷惑をかけ
たくないと思いつつも，自らの生活困窮の状
況から悩み，葛藤していた様子が浮かびあが
ってきた。そして生活保護に対する地域のイ
メージは好ましいもではなかった。福祉事務
所への情報提供（通報）等は，生活保護を利
用する人々（と思われる人々も含め）にむけ
られる負のまなざしということがいえる。こ
れらは，〈生活保護を知られたくない〉や〈生
活保護に対する恥辱感〉に影響を与えていた。

2． 〝知られたくない や〝恥辱感 という生活
保護に対するスティグマの付与

　先行研究によれば，生活保護のスティグマ
には，資産調査や扶養義務照会，援助者との
関わりにみられる場合が多い（岡部 1990，
清水 1990）。これは他者や地域に対して生活
保護であることが知られることによる恥辱や
恐れ，不安があるといえる。
　これらは本稿の結果からすれば，〈生活保
護を知られたくない〉の『生活保護の利用を
知られたくない』と『扶養義務照会を嫌がる』
に相当する。そして，それは，〈生活保護に
対する恥辱感〉や〈生活保護に対する気後れ〉
等と相互に関連していた。援助者たちは，少
なからず制度を利用する人々は，生活保護の
利用・申請を〝知られたくない

〟
という様子

がうかがえ，それを知られることによって〝恥
ずかしい

〟
や家族や親族に〝迷惑をかけてし

まう
〟

等とのつながりを示唆することができ
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る。さらに，生活保護の扶養義務照会は，制
度の利用・申請を家族や親族に告げる機能を
果たしていると考えられ，この機能を通じて
恥辱感や気後れ（〈生活保護に対する気後れ〉）
等とのつながりもみえてきた。そのため制度
を利用する人々のなかには，『扶養義務照会
を嫌がる』状況が明らかになった。
　次に，これまでもみてきたように，援助者
たちの語りから〈生活保護を知られたくない〉
や地域における生活保護に対する負のイメー
ジが明らかとなってきた。そして本稿では，
【生活保護に対する恥辱感】もみられた。そ
こでは，『生活保護は恥ずかしい』，『家族・
親族間において生活保護は恥ずかしい』，『生
活保護は受けたくない』，『生活保護の利用を
申しわけなく思う』がみられた。そしてこれ
らは，制度を利用・申請する人々の『迷惑を
かけたくない』につながりがみられ，これら
が制度の利用・申請に対する気後れや家族関
係等で躊躇することにつながっていたと考え
る。
　以上のように，これらには【制度を利用す
る人々の状況】や【地域のまなざし・しがら
み】が関連していたと考える。制度を利用す
る人々は，〈家族との関係性〉において家族
や親族等と不調和な場合もある。そのような
人々が生活保護の利用・申請することで家
族・親族（地域関係も含め）等との関係がさ
らに悪化する可能性もあるであろう。ある種，
このような状況を回避するためにも『生活保
護の利用を知られたくない』や『扶養義務照
会を嫌がる』がみられたと考えられる。
　さらに，先述しているように生活保護に対
する負のイメージが『地域のまなざしとしが
らみ』としてみられた。地域においての決し
て好ましくないまなざしが，制度を利用・申
請することでむけられることとなる。この点
が生活保護におけるスティグマの付与の一端
と考える。

Ⅴ．結論

　本稿では，援助者の観点から生活保護のス
ティグマの付与の一端について，これまでの
先行研究の知見と本稿の結果を踏まえつつ考
察してきた。ここでは，援助者の語りからス
ティグマの付与の一端を明らかにしたに過ぎ
ない。それでも本稿では2つの知見を得るこ
とができた。ひとつは，援助者たちの語りか
ら生活保護を利用・申請するときに，家族や
親族等に " 迷惑がかかるのではないか "，そ
してそれが生活保護に対する恥辱感や，制度
利用の気後れ，躊躇することにつながってい
ることを示唆することができた。
　もうひとつは，生活保護に対して地域の負
のイメージがみられ，それが制度を利用・申
請する人々にとっては，〈生活保護を知られ
たくない〉，〈生活保護に対する恥辱感〉，〈生
活保護に対する気後れ〉に好ましくない影響
を与えていた。このような生活保護における
スティグマの付与の一端を明らかにすること
ができた。
　本研究の限界は，援助者の観点からのステ
ィグマの付与への究明であり，実際に当事者
がどのようなスティグマを付与されてきたの
か（stigmatised）までを明らかにできない点
である。そして，生活保護の援助者の6名と
限られた地域でのインタビュー調査という点
からも得られた知見の普遍化等をすることは
できない。しかし本研究で得られた知見は，
当事者を対象とした調査等においてスティグ
マの実態を究明するために有用な知見をもた
らすと考える。

　 本 研 究 は 平 成27 ～ 29年 度 日 本 学 術 振
興 会 科 学 研 究 費 補 助 金・ 若 手 研 究（B）
（15K17218）を受けて実施した研究成果の
一部である。
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付記

　本研究は生活保護のスティグマに関する調
査研究であることから，差別・偏見を助長し
ないように配慮しておこなわれた。そのため
援助者の語りにおいては，文意に影響が無い
範囲で一部加工等をおこなっている。本稿の
研究成果は，2017年にまとめられており，
そのため資料は当時のものが中心であり，今
回の公表に至ったことをあらかじめことわっ
ておく。
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